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吉見町立統合小学校建設基本設計・実施設計等業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 目的 

吉見町（以下「町」という。）では、「吉見町立小学校統合再編計画」に基づき、東第一

小学校、東第二小学校、南小学校、西小学校、北小学校、西が丘小学校の小学校６校を１校

に統合再編し、令和１０年４月の開校に向け、吉見中学校の敷地内に統合小学校を新設する

計画を進めている。 

「吉見町統合小学校に関する基本構想・基本計画」に掲げた施設整備の基本的な考え方を

取り入れた基本設計・実施設計等業務を委託するにあたり、町の特性を十分理解し、学校施

設の設計に対する意欲・熱意を持ち、高度な発想力、設計能力及び豊富な経験等を有し、か

つ、児童や教職員、保護者等の意見を柔軟に取り入れることができる最適な受託候補者を選

定することを目的とした公募型プロポーザルを実施するために必要な事項を定めるものとす

る。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

吉見町立統合小学校建設基本設計・実施設計等業務 

（２）業務内容 

「吉見町立統合小学校建設基本設計・実施設計等業務委託特記仕様書（案）」のとおりと

する。なお、業務の詳細は、町と受託候補者の協議により決定する。 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

（４）提案上限額 

２５９，８００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 事務局（提出先） 

吉見町教育委員会 教育総務課 小学校統合準備室 

所 在 地：〒３５５-０１９２  埼玉県比企郡吉見町大字下細谷４１１番地 

電話番号：０４９３－５４－８９３８  ＦＡＸ：０４９３－５３－１０８３ 

E - m a i l：y-9044@town.yoshimi.saitama.jp 

 

４ 参加資格要件等 

参加資格を有する者は、以下の（１）～（１０）に掲げる要件に全て該当する者であり、か

つ、（１１）を満たす者とする。 

なお、受託者の決定日までに、以下の項目を満たさなくなった場合は、その時点で参加資格

を失うものとする。 

（１）公告日において、「令和５・６年度吉見町競争入札参加資格者名簿」に登録され、かつ、

「建築関連コンサルタント」に登録があること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（３）町の締結する契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（４）町の締結する契約に係る暴力団排除措置に関する要綱に基づく排除措置を受けていないこと。 

（５）公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令等の処分を受けていないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再
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生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされてない

こと。 

（７）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を

受け、かつ、関東圏内（１都６県）に本社又は事業所を有していること。 

（８）平成２６年度以降に、令和６年国土交通省告示第８号別添二第七号第１類に該当する小学校

又は中学校の用に供される延べ面積５，０００㎡以上の建物の新築、増築又は改築の基本設

計業務かつ実施設計業務（ただし、増築又は改築に係る設計業務にあたっては、当該増築又

は改築部分について延べ面積５，０００㎡以上であること。）を受注者として完成させた実

績を有すること。 

（９）管理技術者及び意匠担当主任技術者は、建築士法第２条の規定に基づく一級建築士の資格を

有する者であること。 

（10）単独企業であること。 

（11）応募に対する制限 

ア １事務所あたり応募は、１点のみとする。 

イ 管理技術者は１人とし、連名による応募は不可とする。 

ウ 管理技術者及び各担当主任技術者は、応募者の組織に所属していること。 

エ 管理技術者は、各担当主任技術者を兼任しないこと。また、担当主任技術者は、他の担

当分野の担当主任技術者を兼任していないこと。 

オ 業務の一部を再委託する場合には、再委託先（以下「協力会社」という。）が町から指

名停止を受けていないこと。 

カ 応募者は業務の一部を協力会社に再委託することはできるが、その場合、協力会社は応

募者となることはできない。また、協力会社は、複数の応募者の協力会社となることは

できない。 

 

５ 実施スケジュール 

実施スケジュールは、下記のとおりとする。なお、受付等は、特に指定のない限り、平日

の午前８時３０分から午後５時００分までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年第１７８号）に規定する休日には行わない。 

内 容 期 日 

公告（実施要領等の公表） 令和６年４月１９日（金） 

現地見学会申込書の受付期間 令和６年４月１９日（金）から４月２４日（水） 

現地見学会 令和６年４月２６日（金） 

一次審査提出書類等に関する質問の 

受付期間 
令和６年４月１９日（金）から５月７日（火） 

一次審査提出書類等に関する質問に 

対する回答 
令和６年５月１０日（金） 

参加表明書及び一次審査書類の受付期間 令和６年４月１９日（金）から５月１５日（水） 

一次審査結果の通知 令和６年５月下旬 
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二次審査提出書類等に関する質問の 

受付期間 
一次審査結果通知後から令和６年６月４日（火） 

二次審査提出書類等に関する質問に 

対する回答 
一次審査結果通知後から令和６年６月７日（金） 

二次審査書類等の受付期間 一次審査結果通知後から令和６年６月２１日（金） 

二次審査 

（プレゼンテーション・ヒアリング） 
令和６年６月下旬 

二次審査結果の通知 令和６年７月上旬 

 

６ 現地見学会の実施 

（１）受付期間   

令和６年４月１９日（金）から４月２４日（水）午後５時００分まで（必着） 

（２）申込方法  

現地見学会申込書（様式第１号）により事務局に電子メールで提出すること。また、メー

ル件名は「【設計事務所名】統合小学校整備事業現地見学会申込書」とし、電子メールで送

信後、必ず電話により到達の確認をすること。 

（３）実施日   

令和６年４月２６日（金） 約４０分程度 ※時間等は、別途連絡する。 

（４）その他 

・見学会の参加は任意とし、参加人数は１事業所あたり３名以内とする。 

・見学可能範囲は、担当職員の指示する範囲のみとする。 

・写真撮影等は生徒が映らない場所のみとし、学校運営上支障のない範囲とする。 

・資料配布や説明、質疑応答は行わない。  

 

７ 一次審査提出書類等に関する質問の受付と回答 

（１）受付期間   

令和６年４月１９日（金）から５月７日（火）午後５時００分まで（必着） 

（２）提出方法   

質疑書（様式第２号）により事務局に電子メールで提出すること。また、メール件名は

「【設計事務所名】統合小学校整備事業質疑書」とし、電子メールで送信後、必ず電話によ

り到達を確認すること。なお、公正を期するため、電子メールのみの受付とし、電話等によ

る個別の質問は受け付けない。 

（３）回答方法   

令和６年５月１０日（金）までに質疑書に記載のメールアドレスに全ての質疑の回答を通

知する。なお、回答への問い合わせ等は受け付けない。 

           

８ 参加表明書及び一次審査書類の提出期間 

参加資格要件等を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記に従い、事務局に

必要書類を提出すること。 

（１）受付期間    

令和６年４月１９日（金）から５月１５日（水）午後５時００分まで（必着） 

（２）提出書類   
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・参加表明書（様式第３－１号） 

・一次審査書類（様式第３－２号～様式第３－１０号） 

※参加表明書に一次審査書類を添付して提出すること。また、部数及び内容は「提出書類

作成要領」を参照すること。 

（３）提出方法   

持参又は郵送 

・郵送で提出する場合は、受付期間までに必着とし、封筒などの表面に「統合小学校整備

事業プロポーザル参加表明書在中」と朱書きすること。 

・町は、郵送中の破損、遅延などの責任を負わない。 

・提出された書類の再提出又は記載内容の変更は認めない。 

 

９ 一次審査方法等 

一次審査は、参加者から提出された提出書類をもとに、審査会において「別紙１」に基づき

審査を行い、評価点合計の上位３者程度を二次審査候補者として選定する。 

（１）通知日 

   令和６年５月下旬 

（２）一次審査結果の通知 

結果通知は、参加者全員に対し、参加表明書に記載されたメールアドレスに通知する。な

お、審査の経過や結果については、いかなる問い合わせにも応じない。 

 

１０ 二次審査提出書類等に関する質問の受付と回答 

（１）受付期間   

一次審査結果通知後から６月４日（火）午後５時００分まで（必着） 

（２）提出方法   

質疑書（様式第２号）により事務局に電子メールで提出すること。また、メール件名は

「【設計事務所名】統合小学校整備事業質疑書」とし、電子メールで送信後、必ず電話によ

り到達を確認すること。なお、公正を期するため、電子メールのみの受付とし、電話等によ

る個別の質問は受け付けない。 

（３）回答方法   

令和６年６月７日（金）までに質疑書に記載のメールアドレスに全ての質疑の回答を通知

する。なお、回答への問い合わせ等は受け付けない。 

 

１１ 二次審査書類の提出期間 

一次審査により選定された二次審査候補者は、下記に従い、事務局に必要書類を提出する

こと。 

（１）受付期間 

   一次審査結果通知後から６月２１日（金）午後５時００分まで（必着） 

（２）提出書類 

   ・二次審査書類提出届（様式第４－１号） 

 ・二次審査書類（様式第４－２号及び様式第４－３号） 

※二次審査書類提出届に二次審査書類を添付して提出すること。また、部数及び内容は

「提出書類作成要領」を参照すること。 

（３）提出方法   

持参又は郵送 
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・郵送で提出する場合は、受付期間までに必着とし、封筒などの表面に「統合小学校整備

事業プロポーザル技術提案書在中」と朱書きすること。 

・町は、郵送中の破損、遅延などの責任を負わない。 

・提出された書類の再提出または記載内容の変更は認めない。 

（４）提案を求めるテーマ 

【テーマ１】施設整備コンセプトを踏まえた施設整備方針の６つの柱を具現化する校舎の提案 

・吉見町にふさわしい新しい時代の学びの実現と「わくわく感」のある施設について 

・児童や教職員にとって快適な学習環境・生活環境を備えた空間づくりについて 

・徒歩、自転車、スクールバスで通学する児童生徒の安全な登下校動線について 

【テーマ２】小中学校の更なる連携強化が図れる施設の提案 

・中学校敷地に新設することの利点を最大限に発揮できる施設・配置計画について 

・小中学校の交流や連携、施設共有について 

・既存施設を含めた土地利用等に配慮した円滑な動線計画について 

【テーマ３】災害対策及び環境等に配慮した施設の提案 

・計画地に想定される災害に対し、施設における具体的な対策について 

・建設コストの抑制と自然エネルギーの活用や省エネルギー化について 

・ライフサイクルコスト縮減や長寿命化に対する工夫について 

 

１２ 二次審査方法等 

二次審査は、技術提案書をもとに、審査会によりプレゼンテーション及びヒアリングを実施

し、「別紙１」に基づき審査を行い、受託候補者を選定する。なお、一次審査の点数は、二次

審査に持ち越さない。 

（１）実施予定日   

令和６年６月下旬 

（２）出席者 

配置予定の管理技術者及び意匠担当主任技術者、設計を担当する担当主任技術者又はパソ

コン操作者から５名以内とし、原則として代理人の出席及び指定された者以外の者の出席は

認めない。ただし、パソコン操作者のみ、やむを得ない事情がある場合は、前日までに事務

局に連絡し、許可を得た場合は変更できるものとする。 

（３）説明方法 

 ・プレゼンテーション及びヒアリングの順番は、二次審査書類提出届の受付順とする。 

・プレゼンテーション時の説明に際しては、提出した技術提案書（Ａ１程度に拡大したもの

又はプロジェクターを使用し、画面での説明も可）のみを使用可とし、２０分以内で行う

ものとする。 

・プレゼンテーションの説明は、管理技術者又は意匠担当主任技術者が行うこと。 

・ヒアリングは、プレゼンテーションの後に審査会の委員より１５分程度行うものとする。

なお、ヒアリングの回答は出席者で行うこと。（パソコン操作者は除く） 

・説明する際のパソコンは、各自で用意すること。プロジェクター及びスクリーンについて

は、事務局で用意した機器を使用すること。 

（４）注意事項 

・技術提案書に記載のない事項についてのプレゼンテーションは認めない。 

・プレゼンテーションに出席しない場合は、受注意思がないものとみなす。ただし、交通機

関の事故等真にやむを得ない理由がある場合は、速やかに事務局へ連絡すること。 

・プレゼンテーションの日時、開催場所、留意事項等は、別途通知する。 
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（５）審査方法等 

・技術提案書及びプレゼンテーション等の内容について、審査会において審査し、評価点が

最も高い事業者を受託候補者として選定する。 

・最高点の者が複数の場合は、審査会の各委員による投票で上位者を決定する。 

・参加事業者が１者のみの場合であっても審査・評価を実施し、審査会が適切な事業者で 

あると判断した場合は、受託候補者とする。 

（６）二次審査結果の通知 

結果通知は、二次審査候補者全員に対し、令和６年７月上旬に参加表明書に記載されたメ

ールアドレスに通知する。なお、審査の経過や結果については、いかなる問い合わせにも応

じない。 

（７）結果の公表 

   審査結果は、受託候補者のみ事業者名を、他者は点数のみを町ホームページにて公表する。 

 

１３ 契約 

（１）町は、受託候補者を第一優先交渉権者とし、随意契約を行うため見積書を徴収し、提案上

限額の範囲で業務委託契約を締結する。 

（２）特別な理由により第一優先交渉権者と契約締結ができない場合は、受託候補者に次ぐ順位

の事業者を第二優先交渉権者とし、契約交渉を行うものとする。 

 

１４ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。なお、事業者が町と契約した後、次のいずれ

かに該当することが判明した場合は、町は契約の相手方に対し、契約を解除し、損害賠償請

求を行うことがある。 

（１）提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

（２）資格要件を満たさない者が書類を提出した場合 

（３）提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

（４）提出書類が本実施要領及び作成要領に示す条件に適合しない場合 

（５）価格提案書の金額が、提案上限額を超過した場合 

（６）審査会の委員に対して、本件に係る情報収集等の接触行為をした場合 

（７）その他、町及び審査会が不適格と認めた場合 

 

１５ その他留意事項 

（１）参加にかかる経費は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出された書類は、返却しない。 

（３）提出された書類は、受託候補者の選考に関する目的以外に使用しないこととし、提案書の著

作権は提出者に帰属する。ただし、町が本プロポーザルに関する報告等のために必要な場合

は、提出者の承諾を得ずに無償で町の広報等で一部を公開する可能性がある。 

（４）提出された書類について、情報公開請求があった場合、吉見町情報公開条例に基づき対応す

る。 

（５）原則として、設計チームの体制（様式第３－７号）に記載した担当者が契約期間中、継続し

て担当すること。町は、優先交渉権者の選定以降に、優先交渉権者が設計チームの体制を著

しく変更した場合、優先交渉権者としての資格を取り消すことのほか、契約締結後において

は、その契約を解除することができることとする。 

（６）本業務を受託した設計事務所（協力を受ける他の設計事務所を含む）が製造業及び建設業と
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資本、人事面において関連があると認められる場合、当該関連を有する製造業及び建設業の

企業は、本件業務に係る工事の入札に参加し、又は当該工事を請負うことができない。 

（７）本業務を受託した設計者及びその所属事務所は、設計業務を進めるにあたり、施設に係る全

ての工事入札に参加する権利を失う。 

（８）プロポーザルにおける提案は、設計者選定を目的としたものであり、設計内容への反映を必

須要件とはしない。 

（９）提案上限額は、本業務の概算経費であり、契約金額とするものではない。 

（10）受託候補者の選定中、選定の経緯や経過等に関する質問には一切応じない。 

（11）公正なプロポーザルが確保できないと判断される場合は、プロポーザルを中止することがあ

る。また、中止に伴う応募者が負担した費用について、町は一切責任を負わないものとする。 

（12）本実施要項に定めるもののほか、必要な事項については、事務局が定める。 
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別紙１ 

【評価基準】 

 

第一次審査 

評価項目 評価基準の概要 配点 

設計事務所の実績 
・有資格者数を評価する。 

・同種業務の実績の件数を評価する。 
２０ 

管理技術者・意匠担当主任

技術者の略歴・実績 

・実務経験年数を評価する。 

・同種実績の件数及び担当業務の実績を評価する。 
５０ 

本業務のチーム体制 
・各担当主任技術者の同種実績の件数を評価する。 

・各担当主任技術者の保有資格を評価する。 
２０ 

業務の取組方針 
・業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視す

る設計上の配慮事項等について評価する。 
３０ 

業務スケジュール 

・事業全体の想定スケジュールと業務上、起こり得

る課題等の整理とその対策に係る工程計画の的確

性、実現性を総合的に評価する。 

３０ 

評価点合計 １５０ 

 

 

 

 

第二次審査 

評価項目 評価基準の概要 配点 

技術提案 

テーマ１ 

・設定したテーマに対する技術提案について、的確

性、独創性、実現性を考慮して総合的に評価する。 

１００ 

テーマ２ １００ 

テーマ３ １００ 

プレゼンテ

ーション・

ヒアリング 

業務理解度 

説明能力 

取組意欲 

・業務内容、業務背景、諸手続きの理解度について評

価する。 

・説明の分かりやすさ、質問に対する応答の明確さ及び

業務に対する積極性、取組意欲について評価する。 

５０ 

評価点合計 ３５０ 

 


